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山梨県特定最低賃金（自動車）の改定額が答申されました 
～ 山 梨 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 が 答 申 ～ 

 

１ 山梨地方最低賃金審議会（会長 反田一富 弁護士）は、山梨労働局長（局長 髙西盛

登）に対し、山梨県特定最低賃金の「自動車・同附属品製造業」については、令和６年11

月５日に次のとおり改正決定するよう答申しました（別添１参照）。 

なお、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」に

係る特定最低賃金については、「1,047円」（引上げ額50円、引き上げ率5.02％）、令和６

年12月27日発効予定との答申（令和６年10月29日付け）を受けています。 

 

山梨県特定 

最 低 賃 金 
自動車・同附属品製造業 

時間額 

１,０２９円 

効力発生予定日

令和７年１月３日 

 

２ 「自動車・同附属品製造業製造業」については１時間当たり58円引上げ（引上げ率5.97％）

となります（別添２参照）。 

 

３ 山梨労働局長は、この答申を受け、答申日付けで最低賃金法第 11条（最低賃金審議会の

意見に関する異議の申出）により、答申内容の要旨の公示を行いました。 

なお、異議の申出がなく、山梨労働局長が審議会答申どおりの決定を行った場合には、

上記１の山梨県特定最低賃金が効力発生予定日に適用されることになります（一部労働者

を除く。）。【異議申出締切日】令和６年 11月 20日 

 

４ 特定最低賃金の適用者を除く、県内すべての産業・労働者に適用される「山梨県最低賃

金」については、令和６年 10月１日から「１時間 988円」が適用されています（別添３参

照）。 
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【参考】 

 

１ 審議経過 

山梨地方最低賃金審議会は、令和６年８月21日に山梨労働局長から、「自動車・同附属

品製造業」及び「自動車・同附属品製造業」の特定最低賃金の改正決定について諮問を受

け、それぞれの産業別に特定最低賃金専門部会を設置して審議を重ねた結果、「自動車・

同附属品製造業」については１時間当たり58円の引上げを行うとの結論（全会一致）に達

し、別添１の答申（最低賃金審議会令第６条第５項適用）を行ったもの。 

「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」に係る特

定最低賃金については、令和６年10月29日付けで「1,047円」（引上げ額50円、引き上げ率

5.02％）、令和６年12月27日発効予定との答申を受けています。 

 

２ 最低賃金審議会令第６条第５項について 

最低賃金審議会令第６条第５項では「審議会は、あらかじめその議決するところにより、

最低賃金専門部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。」と規定されており、

山梨地方最低賃金審議会では、令和６年度の特定最低賃金の審議において「専門部会にお

ける決議が全会一致であった場合には、これを本審の決議とすること。」があらかじめ議決

されていたもの。 

 

３ 「一部労働者を除く」について 

別添１の別紙「３ 適用する労働者」のとおり、18歳未満又は 65歳以上の者、雇入れ後

６月未満の者であって技能習得中のもの、特定の業務（清掃又は片付け業務、熟練を要し

ない業務等）に主に従事している労働者については、特定最低賃金から適用除外され、山

梨県最低賃金が適用されます。 

 

 

【添付資料】 

  別添１ 山梨県自動車・同附属品製造業最低賃金の改正決定について（答申） 

  別添２ 山梨県地域別及び特定（産業別）最低賃金額等の推移 

  別添３ 山梨県最低賃金・引上げ支援策リーフレット 

  別添４ 参考資料「令和６年度賃上げ支援助成金パッケージについて」 






























